
市立就学前教育保育施設の再編について 
 

 市教育委員会では「市立就学前教育保育施設のあり方について（原案）」を取りまと
め、今後、市立園所の再編を進めることとしています。以下のその概要をお知らせしま
す。 
 
１．清和台幼稚園 
 令和５年４月入園児童の募集は実施しない予定です。 
 
２．東谷幼稚園 

今後の園児募集において、4 歳児クラスの児童数が 5 人以上となった場合は、幼稚園の
運営を継続します。5 人未満となった場合は、翌年度末を目途に、廃園を検討します。そ
の際、在園児の転園先に関するあっせん調整等の支援を実施します。 
 
３．久代幼稚園、南保育所 

久代幼稚園と南保育所を一体化し、幼保連携型認定こども園とします 。中間見直し後
の仮称子ども・若者未来計画期間中（令和 5・6 年度）に、事業に着手することを めざし
ます。 

幼保連携型認定こども園開設までの間は、市立幼稚園として運営を継続します。 
久代幼稚園の園児募集において、4 歳児クラスの児童数が 5 人未満となった場合は、認

定こども園開設を予定していることを踏まえ、休園等を検討します。 
 
４．多田幼稚園、多田保育所 

令和 7 年度からの次期仮称子ども・若者未来計画期間中に、多田幼稚園と多田保育所を
一体化し、幼保連携型認定こども園とする方向で設置場所や整備形態などについて、検討  

幼保連携型認定こども園開設までの間は、市立幼稚園として運営を継続します。 
多田幼稚園の園児募集において、4 歳児クラスの児童数が 5 人未満となった場合は、認

定こども園開設を予定していることを踏まえ、休園等を検討します。 
 
＊「市立就学前教育保育施設のあり方について（原案）」については、ＱＲコードからご
参照ください 

   
＊市立就学前教育保育施設の再編等に関してご不明の点がございましたら、 
こども支援課（072-740-1246）か入園所相談課（072-740-1175）にお問い合わせくださ
い。 


